
主な地方独立行政法人評価委員会の評価基本方針等 比較表 

 青森県地方独立行政法人 
評価委員会 

北海道地方独立行政法人 
評価委員会 

秋田県地方独立行政法人 
評価委員会 

東京都地方独立行政法人 
評価委員会 

法人 
○公立大学法人 
●その他独法人 

○青森県立保健大学 
●青森県産業技術センター 
 （H21予定） 

○札幌医科大学 
●〔試験研究法人〕 
 （H22予定） 

○秋田国際教養大学 
○秋田県立大学 
●秋田県立病院機構 
（H21予定） 

○首都大学東京 
●東京都立産業技術研究ｾﾝﾀ  ー
●東京都健康長寿医療ｾﾝﾀｰ 
（H21予定） 

規程の名

称 
青森県地方独立行政法人評

価委員会が実施する評価の

基本方針（案） 

北海道地方独立行政法人評

価基本方針 
秋田県地方独立行政法人の

業務実績に係る評価基本方

針 

東京都地方独立行政法人の

評価の基本的な考え方につ

いて 
制定時期 平成21年 平成20年2月 平成17年7月 平成19年3月 
基本方針 
 

①法人の業務運営等の改

善・向上に資するよう行

う。 
②法人の特色ある取組や工

夫を積極的に評価する。 
③評価結果は、中期計画の

実施状況、中期目標の達

成状況を分かりやすく示

すものとする。 
 

①中期計画の実施状況及び

中期目標の達成状況を確

認し、評価する。 
②法人の業務運営等の改

善・質的向上に資する。 
③法人化を契機とした取組

を積極的に評価する。 
④法人の運営状況を道民に

分かりやすく示す。 
⑤中期目標・中期計画につ

いて、一層適切なものと

なるよう見直し、必要に

応じて修正を求める。 

(1)事業年度評価 
①中期計画に係る業務の実

績を客観的に把握し､その

実施状況を明らかにする｡ 
②法人の事業活動、業務運

営等多面的な観点から法

人全体を評価し、法人の

業務のあり方、改善すべ

き点等を明らかにする。 
③必要に応じ、中期目標、

中期計画について、一層

適切なものとなるよう、

見直し、修正を求める。 
(2)中期目標期間評価 (略) 

（事業年度評価） 
①中期目標の達成に向け、

中期計画の事業の進行状

況を確認する。 
②評価を通じて、法人の業

務運営状況を分かりやす

く社会に示す。 
③法人の業務運営の改善・

向上に資する。 
④都民への説明責任を果た

す。 

評価種別 ①事業年度評価 
②中期目標期間評価 

①年度評価 
②中期目標期間評価 

①事業年度評価 
②中期目標期間評価 

①事業年度評価 
②中期目標に係る業務の実

績に関する評価 
評価方法 ①項目別評価 

・法人の自己評価の結果を

踏まえ調査・分析し、大

項目毎に５段階評価。 
５：特筆すべき進捗状況  
 ４：順調な進捗状況 
 ３：おおむね順調な進捗

状況 
 ２：進捗がやや遅れてい

る。 
 １：進捗が著しく遅れ､重

大な改善事項がある｡ 
②全体評価 
・項目別評価の結果を踏ま

え、総合的に記述式によ

り評価。 
・必要な場合は、業務の改

善その他の勧告を行う 

①項目別評価 
・法人が行う「自己点検・

評価」の結果を踏まえ､調

査・分析し､評価を行う。

②全体評価 
・項目別評価の結果を踏ま 
え、法人の業務実績全体 
について記述式により総 
合的に評価を行う。 

 

①項目別評価 
・中期計画の項目毎に５段

階評価 
Ｓ：特に優れた実績を上

げている。  
 A：年度計画を順調に実

施している。 
 Ｂ：年度計画を概ね順調

に実施している。 
 Ｃ：年度計画を十分に達

成できていない。 
 Ｄ：業務の大幅な改善が

必要である。 
②全体評価 
・項目別評価の結果を踏ま

え、法人の活動全体につ

いて定性的に評価する。 

（事業年度評価） 
①項目別評価 
・年度計画の項目毎に４段

階評価 
 １：年度計画を順調に実

施している。 
 ２：年度計画を概ね順調

に実施している。 
 ３：年度計画を十分に実

施できていない。 
 ４：業務の大幅な見直し､

改善が必要である。 
②全体評価 
・項目別評価を踏まえ、中

期計画の進行状況全体に

ついて記述式により評価 
  

その他  ○評価に関する作業が法人

に過度の負担とならない

よう留意する。 
○道民への説明責任を果た

すため､評価は分かりやす

く公表するよう工夫する｡

○中期目標期間終了年度の

前年度に､中期目標の達成

及び業務等の改善状況に

ついて調査・分析し､次期

中期目標の策定に当たっ

ての留意点を整理する。 

○評価の透明性･正確性を確

保するため､法人の意見の

申し立ての機会を与える｡ 

 

参考資料２ 



 


